傍聴にあたっての注意事項





　会議の円滑な運営のため、委員の自由な発言・議論の妨げとならないよう、また、他の傍聴者の妨げとならないよう、下記について、傍聴される皆様のご理解、ご協力をお願いします。

記

１　傍聴者の方は、次の事項を必ず守ってください。
　
　①　会議の開催中は、静かに傍聴し、委員の発言に対して拍手などにより賛成、
反対の意向等を表明しないこと
　②　会議場において発言しないこと
　③　のぼり、旗、プラカード、鉢巻、たすき等の示威的行為をしないこと
　④　飲食又は喫煙をしないこと
[bookmark: _GoBack]　⑤　他の傍聴者の迷惑となるような行為をしないこと
　※携帯電話はマナーモードにするか、電源をお切りください。

２　上記事項を守らない場合は退席していただくことがあります。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南三陸町高校魅力化協議会事務局
　　　　　　　　　　　　　　（南三陸町役場　企画課　地方創生・官民連携推進室）

　　　　　

南三陸町訓令第２号
　南三陸町地方創生推進本部設置要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　平成３０年４月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南三陸町長　佐　藤　　仁

南三陸町地方創生推進本部設置要綱の一部を改正する訓令
　南三陸町地方創生推進本部設置要綱（平成２７年南三陸町訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　別表本部員の項中「、危機管理調整監」を削る。
　　　附　則
　この訓令は、平成３０年４月１１日から施行する。

